
参考１ 

 

明日の安心と成長のための緊急経済対策（平成２１年１２月８日閣議決定）（抄） 

 

 

Ⅱ．具体的な対策 

 ６．「国民潜在力」の発揮 

（３）「働く人の休暇取得推進プロジェクト（仮称）」 

ワーク・ライフ・バランスやワーク・シェアリング推進の観点から、年

次有給休暇や育児休業等の取得促進、休暇分散取得等を政労使一丸とな

って推進し、経済・雇用創出を目指す。 

＜具体的な措置＞ 

○休暇取得促進に向けての政労使合意と取組 

・「雇用戦略対話」等を通じて、政労使の合意形成と取組を推進 

○休暇取得促進への支援措置（指針見直し等） 

・休暇取得を促進するため、労働時間等設定改善法に基づく「指針」を

見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取

組の促進を図る。また、「指針」を踏まえ、一定日数以上の連続した

休暇の取得など更なる具体的な改善措置を行った事業主を助成 

○休暇分散取得等の推進（再掲） 

・ワーク・ライフ・バランスや観光振興の観点から、地域で休暇の分散

取得・長期取得を行う取組等を支援する。そのため、観光立国推進本

部の活用をはじめ政府全体の支援体制を作る。 


